
経 済 産 業 省

包括許可の手続等について（お知らせ）の一部を改正する通達を次のように制定する。

平成２１年４月１日 

経済産業省安全保障貿易審査課

「包括許可の手続等について（お知らせ）」の一部を改正する通達

包括許可の手続等について（お知らせ）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。

附 則

（施行期日）

この通達は、平成２１年４月１日から施行する。



包括許可の手続等について（お知らせ）の一部を改正する通達新旧対照表

○包括許可の手続等について（お知らせ）(傍線部分が改正部分)

改 正 後 現 行

(略） (略）

１ 申請関係書類等の記載要領 １ 申請関係書類等の記載要領

（１）～（７） （１）～（７）

（８） （削除） （８）旧一般包括許可の有効期限繰り上げのために発生する

輸出内容等変更願（包括許可要領附則第６項の適用を受

ける場合）の記載要領

①「原許可、原承認の内容」欄

有効期限を記載してください。

②「訂正（変更）の内容」欄

「有効期限の繰り上げ」と記載してください。

③「理由」欄

「包括許可取扱要領附則第６項の適用を受けるため」

と記載してください。（参考記載例を参照してください）

２～４（略） ２～４（略）

別紙様式 （削除） 別紙様式 → 別添



別紙様式

Ｔ１０８２

（参考記載例）

輸 出 内 容 等 訂 正 （変 更） 願

経 済 産 業 大 臣
殿

税関長 原許可又は承認番号 ○○○○○○○○○○

申 請 者

記名押印
又は署名 ○○○○○○○○ 申請年月日○○年△△月××日

住 所 ○○○○○○○○ 電話番号 ○○○○

輸出許可証
次の の訂正又は変更を申請します。
輸出承認証

原許可、原承認の内容

有効期限 ○○○○年△△月××日

訂正（変更）の内容

（有効期限を、一般包括輸出許可が有 
効となる日の前日の日付に変更）

理 由 包括許可取扱要領附則第６項の適用を受けるため

※ 許可・承認又は不許可・不承認

この申請は

許可する。

許可しない。

承認する。

承認しない。

経済産業大臣又は税関長の記名押印

日 付

資 格

記名押印

注(1) ※印の欄は、記入しないで下さい。
(2) 用紙の大きさは、Ａ列４番とします。

別添




